
日　時 　令和８年１月23日（金）
　　13時30分～16時15分（受付13時～）

会　場 　長野県佐久合同庁舎　５階　講堂
　　　佐久市跡部６５－１

定　員 　  ９０名程度（お申込み多数の場合は、先着順とさせていただきます。）

申込方法     裏面の「受講申込書」によりＦＡＸ又は電子メールでお申し込みください。

小諸市･佐久市・南佐久郡・北佐久郡に所在する事業所の使用者・労働者、小諸・佐久地域企業の

公正採用選考人権啓発推進員、およびテーマに関心のある方

(人権啓発推進DVD視聴）

公正な採用選考をめざして

企業における人事労務管理、人材育成、人権を尊重した公正な採用選考に対する理解と認識を深めてい

ただく研修会を開催します。ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしています。

長野県東信労政事務所 0268-25-7144

佐久公共職業安定所 0267-62-8609

参加対象者

( 主 催 )

令和7年度 労務管理改善リーダー研修会･公正採用選考人権啓発推進員研修会

お問合せ先

(研修会）

公正な採用選考について

～共に歩む未来へ

受講

無料

どなたでも

ご参加

いただけます

講 師

佐 久 公 共 職 業 安 定 所

後援 ：一般社団法人上小労働基準協会、一般社団法人佐久労働基準協会

上田職業安定協会、佐久職業安定協会、 小諸職業安定協会、長野県社会保険労務士会東信支部

講 師

長野労働局 雇用環境・均等室

『令和７年の労働関係法令改正による事業者への影響について』
―カスハラ対策義務化に向けて知っておきたいこと―

令和７年の法改正により、カスタマーハラスメントについて、事業主に雇用管理上必要な措置が義務付けられることとなり

ました。このことを含めて今回の改正により、今後事業者として必要となる対策について長野労働局から講師をお招きして、

法改正の概要を正しく理解し、今後の業務に資することを目的に研修会を開催します。

労務管理改善リーダー研修会 （佐久会場） 主催：長野県東信労政事務所

第1部 13時30分～15時20分

公正採用選考人権啓発推進員研修会 主催：佐久公共職業安定所

第2部 15時30分～16時15分



    ※公正採用選考人権啓発推進員設置事業所の方は、ハローワーク佐久からの通知によりお申込みください。

    ※お申込みいただいた個人情報は、当研修会を運営する目的以外には利用しません。

　　　　　　会　場　の　ご　案　内

労務管理改善リーダー研修会・公正採用選考人権啓発推進員研修会

受 講 申 込 書

令和８年１月２３日（金）佐久合同庁舎 ５階 講堂

メール

アドレス

事業所・

団体名

電話番号

職　　　名氏　　　　名
労働者・使用者・一般の別

（該当部分に○をしてください）

労働者　・　使用者　・　一般

労働者　・　使用者　・　一般

労働者　・　使用者　・　一般

労務管理改善リーダー研修会受講申込書
令和６年1月１６日（火）上田合同庁舎 ６階 講堂

申込先 長野県東信労政事務所
〒386-8555 上田市材木町1-2-6 上田合同庁舎内
電話：0268-25-7144 FAX：0268-23-1642
電子メール：toshinrosei@pref.nagano.lg.jp


